
第５章 今日的な課題への取組 

 

 

 

 

 

 

児童・生徒の取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。四日市市はその変化にあった教育

をすすめるべく，地域の実情や児童・生徒，保護者の意向に配慮するため通学区域の弾力的運用

を行っています。この制度について，「四日市市立小学校及び中学校の指定の変更に関する取扱

要綱」を設け，状況に応じた通学指定校の変更をしています。 

 
 

 

現在，四日市市における弾力的運用基準は 18 年度から新たに施行した１基準を含め 12 基準

に達しています。下記の表（前述の取扱要綱より）に揚げる許可基準のいずれかに該当し，かつ

安全な通学が見込める場合に限り，指定校の変更を認めています。 

許可基準 事               由

地理的条件 地理的に学区外通学が適当であると認められ、通学に支障のないとき

留守家庭
住民登録地において児童生徒の下校時に自宅に不在である等の理由で、父母の勤務先、祖父母
の家又は学童保育所等のある校区の学校を希望する場合

住居建築中 住居の建て替えのために一時的な居所より通学せざるを得ない場合で、通学に支障のないとき

転居予定 転居予定で、事前に転居予定先の校区の学校を希望する場合で、通学に支障のないとき

途中転居 転居後、従来通学していた学校を希望する場合で、通学に支障のないとき

健康上の理由 児童生徒の健康上やむを得ないと認められるもの

住民票のみの異動 住民票が居所に無い場合

来日児童生徒 来日した児童生徒の日本語が不十分で、拠点校を指定した場合

不登校の理由により、児童生徒の教育上、学区外通学が適当であると教育委員会が認めた場合

園児・児童の交友関係で特に考慮する必要が認められる場合（いじめ、不登校の発生に配慮が必
要と認められる場合に限る）

入学時に兄弟姉妹が、通学希望校に既に在籍している場合

部活動への配慮
   ※１７年度より設置

児童が中学校入学後、入部の意志を強く持っている部活動が通学区域の学校に存在せず、校区
に隣接する中学校に該当する部活動が存在し、かつ上記の希望する中学校に安全に通学するこ
とが可能な場合

特別な事情 上記のほか、教育委員会が特に学区外通学が適当であると認めた場合

選択可能地区
　※１８年度より設置

児童・生徒が、教育委員会が認めた別紙①に定めた「選択可能地区」に居住している場合
また上記の他、教育委員会が特に通学距離に配慮が必要であると認めた場合

教育上の配慮
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学区外通学許可件数は 1８年度には小学校で４１８件・中学校で 1８９件に達し，ある程度児

童・生徒，保護者の意向を満たしているものと思われます。 

 また，17 年度からの新基準「部活動への配慮」と 18 年度からの新基準「選択可能地区」の

許可件数の推移は下記のとおりです。（２０年度分は平成２０年3 月時点での許可数です） 
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学区外推移（小学校）
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H17 62 109 6 17 140 1 18 45 9 3 410

H18 60 128 3 30 98 1 30 44 8 11 5 418

H19 54 127 7 20 130 2 21 46 3 8 30 448
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学区外推移（中学校）
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H17 21 16 4 1 84 0 7 5 3 1 8 150

H18 22 16 4 0 98 0 2 10 4 4 10 19 189

H19 25 23 1 1 77 1 0 6 1 4 19 25 183
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○ 現状の課題としては大きく２つの課題をあげることができます。 

１つ目は学区以外の学校へ通学することで居住地の自治会・育成会等の地域活動への参加が

難しくなることです。 

  ２つ目は「部活動への配慮」と「選択可能地区」の二基準については，受入校の諸条件が整

っていないと「部活動への配慮」の制度が利用できない，また「選択可能地区」として設定で

きないこともあります。 

○  教育委員会では以上の課題を克服するため，自治会への理解，部活動の存在する学校の平

準化など，今後も継続して検討していきます。 

○  学校選択制については、現在も他市の導入状況等を参考としながら、引き続き検討してい

きます。 

課 題（今後の方向） 

選択可能地区 許可人数（平成２０年度） 部活動への配慮（中学校） 許可人数 


